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議案第１７号

令和５年度鳥取県天神川流域下水道事業会計予算

（総　則）

第１条　令和５年度鳥取県天神川流域下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

　⑴　年 間 処 理 水 量　　　　　　　７，１０７，０００立方メートル

　⑵　一日平均処理水量　　　　　　　　　 １９，４７１立方メートル

　⑶　処理区域市町数　　　　　　　　　　　　　　　　　　４市町

　⑷　建 設 改 良 費　　　　　　　　　　　　 ５９４，０７９千円

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　　　　　　　　収　　　　　　入

　第１款　流域下水道事業収益　　　　１，３１０，７９５千円

　　第１項　営　業　収　益　　　　　　 ６６０，９５１千円

　　第２項　営 業 外 収 益　　　　　　 ６４９，８４４千円

　　　　　　　　支　　　　　　出

　第１款　流域下水道事業費用　　　　１，２４４，０２７千円

　　第１項　営　業　費　用　　　　　１，２２６，４９３千円

　　第２項　営 業 外 費 用　　　　　　　 １７，５３４千円

（資本的収入及び支出）
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第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支

　出額に対し不足する額２３０，３０１千円は、過年度分損益勘定留保資金１７１，１３

　０千円、当年度分損益勘定留保資金５４，５９４千円及び当年度分消費税及び地方消費

税資本的収支調整額４，５７７千円で補てんするものとする。）。

　　　　　　　　収　　　　　　入

　第１款　資 本 的 収 入　　　　　　　 ６０３，２５３千円

　　第１項　企 業 債　　　　 １０４，０００千円

　　第２項　国 庫 補 助 金　　　　 ３６１，０５０千円

　　第３項　建設事業費負担金　　　　 １１６，１７５千円

　　第４項　他 会 計 負 担 金　　　　　 １２，１７５千円

　　第５項　他 会 計 補 助 金　　　　　　 ９，８５３千円

　　　　　　　　支　　　　　　出

　第１款　資 本 的 支 出　　　　　　　 ８３３，５５４千円

　　第１項　建 設 改 良 費　　　　 ５９４，０７９千円

　　第２項　企 業 債 償 還 金　　　　　 ９５，４７５千円

　　第３項　他会計借入金償還金　　　　 １４４，０００千円

（債務負担行為）

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

　　　　事　　　　　　項　　　　　　　　期　　間　　　　　　　　限　度　額

　天神浄化センター管理棟受変電　　　　令和６年度  508, 000千円
　設備改築

　天神川流域下水道指定管理料　　　　　令和６年度から  2, 190, 604千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和10年度まで
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（企業債）

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（一時借入金）

第７条　一時借入金の限度額は、１０４，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定め

る。

　⑴　営業費用と営業外費用との間

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、

又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければなら

ない。

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利　　率 償 還 の 方 法

建設改良費に充

当

104, 000 証書借入れ又は証券発
行の方法により財政融

資資金その他より借入

れするものとする。た

だし、事業又は県財政

の都合により起債額の

全部又は一部を翌年度

に繰り延べて起債する

ことができる。

10％以内（た
だし、利率見

直し方式で借

り入れる資金

について、利

率の見直しを

行った後にお

いては、当該

見直し後の利

率）

借入年度から１年すえ
置き、じ後29年度間に
償還するものとする。

ただし、県財政その他

の都合によりすえ置き

及び償還年限を短縮又

は延長して起債し、あ

るいはすえ置き又は償

還期間中であっても償

還年限を短縮し、延長

し、又は繰上償還を行

い、若しくは借換えす

ることができるものと

する。

千円
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　⑴　職 員 給 与 費　　　　 １７，２９６千円

（他会計からの補助金）

第１０条　一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

　　　　　　　　補 助 の 目 的

　⑴　流域下水道事業の経営基盤の強化に要する経費  ７６，４６９千円

　⑵　職員の児童手当に要する経費  ４８０千円

　　令和５年２月１３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥取県知事　　平　　井　　伸　　治
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